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カイプラクック利用規約 
 

 株式会社カイプラネット（以下「当社」といいます。）は、当社が運営するウ

ェブサイト「カイプラネット」（以下「本サイト」といいます。）における介護食

提供システム（以下「カイプラクック」といいます。）の利用について、以下の

とおり利用規約（以下「本規約」といいます。）を定めます。 

 カイプラクックをご利用いただくには、本規約の全文をお読みいただいた上

で、本規約の全ての条項についてご承諾いただく必要があります。なお、カイプ

ラクックをご利用いただいた場合には、本規約の全ての条項についてご承諾い

ただいたものとみなします。 

 

第１条（総論） 

カイプラクックでは、高齢者向けの介護食（以下「食品」といいます。）の販売

を行います。 

 

第２条（カイプラクックの利用資格） 

カイプラクックの利用資格は、本サイト上で会員登録した者（以下「会員」とい

います。）のうち、第３条により当社がカイプラクックの利用を承諾した会員に

限ります。 

 

第３条（カイプラクックの利用申込み） 

１．カイプラクックの利用を希望する会員は、当社の定める一定の情報を当社所

定の方法で当社に提供することにより、カイプラクックの利用申込みを行うも

のとします。 

２．当社が前項による申込みを承諾する場合には、当社は、その旨を当該会員に

通知するものとし、当該会員は、当該通知の到達をもって、カイプラクックの利

用資格を得るものとします。 

３．当社は、第１項の申込みを承諾するか否かを判断するにあたり、当該会員に

対し、当社が指定する資料の提出を求めることができるものとします。 

 

第４条（献立） 

１．当社は、あらかじめ本サイト上で告知した献立に従って、食品の販売を行う

ものとします。 
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２．前項の規定にかかわらず、当社は、食材の調達のために必要がある場合その

他合理的な理由がある場合には、あらかじめ告知した献立を、予告なく売買契約

の成立前後を問わずいつでも変更できるものとします。 

３．当社は、全会員共通で献立の内容を変更した場合には、その旨を本サイト上

で告知するものとします。 

４．当社は、個別の会員ごとに献立の内容を変更した場合には、当社所定の方法

でその旨を当該会員に告知するものとします。 

 

第５条（食品の購入申込方法） 

１. 会員は、食品の購入を希望する場合には、当社の定める方法により個別の

申込みに係るデータを送信する方法によって購入の申込み（以下「注文」といい

ます。）を行うものとします。当社は、当社が特に認める場合を除き、これ以外

の方法による注文は受け付けないものとします。 

２．会員は、１日の食事のうち朝・昼・夕の各食事について、１個または３個の

注文はできないものとします。 

 

第６条（注文期限） 

カイプラクックにおける個別の注文期限（以下「本注文期限」といいます。）は、

当該注文対象日（献立表における食事提供日、以下同じ）から起算して１６日前

の正午（例：１月３０日提供分の食品の注文期限は、１月１４日の正午）としま

す。 

 

第７条（契約の成立） 

１．カイプラクックにおける個別の売買契約は、特に当社が注文を承諾しない旨

の意思表示をした場合を除き、本注文期限の到来をもって成立するものとしま

す。 

２．当社は、自由な判断により注文を承諾しないことができるものとし、注文を

承諾しない場合であっても、会員に対し、一切の責任を負わないものとします。 

 

第８条（注文内容の変更） 

１．会員は、本注文期限を経過するまでは、自由に注文内容を変更できるものと

します。 

２．本注文期限を経過するまでに注文をした会員は、当該注文対象日から起算し

て１０日前の正午まで、以下の各号の数量を限度に注文内容を変更できるもの

とし、その後は一切注文内容を変更できないものとします。 

⑴ 上限 ５個 
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⑵ 下限 ２個 

 

第９条（利用限度額） 

当社は、会員のカイプラクックの利用額が当社の定める金額を超える場合には、

注文を承諾しないことができるものとします。 

 

第１０条（解除） 

１．当社は、売買契約の成立後であっても、販売価格の明らかな誤表示、その他

当社が解除の必要を認めた場合には、当該売買契約を解除できるものとします。 

２．前項による解除を行った場合であっても、当社は、違約金、損害賠償、その

他名目の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。 

３．会員は、法律上認められる場合のほか、当社が特に認める場合を除き、当該

売買契約を解除できないものとします。 

 

第１１条（食品の配送） 

１．当社は、売買契約が成立した食品について、当該注文対象日の２日前（例：

１月３０日提供分の食品については１月２８日）までに、配送先住所宛に配達す

るものとします。 

２．食品の配達先は、沖縄および離島を除く日本国内に限ります。 

３．会員は、配達日の指定はできないものとします。 

４．天候・交通渋滞・道路工事等の運送環境上の理由、その他当社の責めに帰さ

ない理由により、第１項の配達期限までに配達できない場合には、当社は、一切

の責任を負わないものとします。 

５．会員は、前項に規定する場合に備え、予備の食事を備蓄しなければならない

ものとします。 

 

第１２条（所有権および危険負担の移転） 

１．食品の所有権は、食品の引渡しの完了をもって、会員に移転するものとしま

す。 

２．食品にかかる危険負担は、会員の受領の有無にかかわらず、会員が指定した

配送先住所に配達したことをもって会員に移転するものとします。 

 

第１３条（支払方法） 

１．会員は、売買契約が成立した食品について、以下の各号の合計金額（以下「食

品代金等」といいます。）を支払うものとします。なお、本サイトに掲載する第

１号および第２号の金額は、税別表示とします。 
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⑴ 商品代金 

⑵ 送料 

⑶ 前各号を対象とする消費税 

２．前項第２号の金額は、本サイトに掲載する送料一覧表に従うものとします。 

３．前項第３号の計算は、請求書単位で消費税を計算（１円未満は四捨五入）す

るものとします。 

４．食品代金等は、口座振替（毎月末日締め、翌月１２日（ただし、土日祝日の

場合には、翌営業日）引き落とし）の方法で支払うものとします。なお、会員は、

口座振替の手続きが完了するまでは、当社指定の方法により支払うものとしま

す。この場合、振込手数料は会員が負担するものとします。 

５．会員は、食品代金等の支払いを遅滞した場合には、支払日の翌日から完済に

至るまで年１４．６パーセント（但し、１年を３６５日とする日割り計算）の割

合による遅延損害金を付加して支払うものとします。 

 

第１４条（利用制限） 

１．会員が食品代金等の支払いを遅滞した場合その他当社が必要と判断した場

合、当社は、会員に対し、当社の定める保証金の預託を請求できるものとします。 

２．会員が前項の請求に応じない場合、当社は、注文を承諾しないことができる

ものとします。 

 

第１５条（食品の受領拒否） 

会員が食品の受領に応じない場合、その他会員の事情で配送先への配達ができ

ない場合には、当該食品の売買契約は会員により解除されたものとみなし、当社

は、当該食品の引渡義務を免れるとともに、会員に対し、違約金として食品代金

等相当額を請求できるものとします。 

 

第１６条（破損または数量不足等） 

１．会員は、購入した食品を受領した場合には、その日のうちに、受領した食品

が種類、品質（破損及び異物の混入の有無を含む。）または数量に関して契約の

内容に適合するか否かを検査しなければならないものとします。 

２．受領した食品が種類、品質（破損および異物混入を含む。）または数量に関

して契約の内容に適合しないものである場合には、会員は、当社に対し、代替物

の引渡しまたは不足分の引渡しを請求（以下、併せて「追完請求」といいます。）

できるものとします。 
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３．第２項に規定する場合において、会員が相当の期間を定めて履行の追完の催

告をし、その期間内に履行の追完がないときは、会員は、その不適合に応じて代

金の減額を請求できるものとします。 

４．第２項に規定する場合には、会員は、当社に対し、契約の内容に適合しない

食品を返品するものとします。なお、返品にかかる送料は当社が負担するものと

します。 

５．契約内容の不適合が会員の責めに帰すべき事由による場合には、前３項の規

定は適用されないものとします。 

６．第２項に規定する場合において、会員は、食品を受領した日の翌日までに食

品が契約内容に適合しない旨を当社に通知（ただし、食品に破損または異物混入

があった場合には、当該状況を確認できる写真を添付するものとする。以下本項

において同じ。）しなければ、当該不適合を理由として、追完請求、代金の減額

請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができないものとします。食品が

契約内容に適合しないことを第１項の検査により直ちに発見することができな

い場合においても、当該注文対象日（献立表における食事提供日）から７日以内

に当社に通知しないときは、同様とします。 

 

第１７条（食品の返品） 

１．会員は、当社が認める場合を除き、自己都合による食品の返品はできないも

のとします。 

２．会員が自己都合により返品を行う場合（ただし、当社が返品を認めた場合に

限ります。）には、返品にかかる送料は会員が負担するものとします。 

 

第１８条（転売等の禁止） 

１．会員は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、自身が運営する施設

の利用者又は職員以外の第三者に対し、本サイトを通じて購入した食品を転売

または提供してはなりません。 

２．会員が前項に違反した場合には、会員または第三者に何らかの損害が発生し

た場合であっても、当社は、一切の責任を負わないものとします。 

以上 

【２０１９年５月２３日制定】 

【２０２３年５月１７日改定】 


